
.j

平成30年9月市議会環境経済委員会資料
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契約内容

件

契約金額

名

相手方

(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業

1 4,699,556,000円(税込)

契約期間

長崎市平野町22番40号

株式会社ながさきM ICE

代表取締役岐部孝典

契約の方法

事業概要

議会の議決を得た日から平成53年10月31日まで

2 事業実施体制

随意契約

設計業務、建設業務、維持管理業務、運営・ M ICE誘致業務

その他関連業務

■代表取締役
■取締役

事業契約

長崎市

(株)ながさきM I CE

(特別目的会社)

岐部孝典【(株)九工長崎支店理事支店長】
岐部孝典【(株)九工長崎支店理事支店長】
西村規子【(株)コングレ執行役九州支社長】
田'利博【白本管財(株)執行役員西日本担当】
梶本浩久【戸田建設(株)管理部長】

【建設務】

戸田建設(株)

九州支店

(株)上滝

(株)谷川建設

(株)森美工務店

請負

(株)九電工

長崎支店

業務委託

(出資企)(株保有率)

(株)九電工 25 %

(株)コングレ 20 %

日本管財(株) 1 8 %

戸田建設(株) 1 5 %

(株)エムエスケイ 1 0 %

【設計業務】

株)日建設計

九州オフィス

株)松林建築設計

事務所

戸田建設(株)

九州支店

(株)上滝

【維持管理】

日本管財(株)

九州本部

(株)ブリック

(株)コングレ

長崎営業所

(株)谷川建設

(株)森美工務店

(株)ブリック

【工事監理】

(株)日建設計九州オフィス

(株)松林建築設計事務所

4%

4%

2%

2%

【運・M I CE誘致

(株)コングレ

長崎営業所

日本管財(株

九州本部

(株)九電工

長崎支店

(株)エムエスケイ

(株) J T Bコミュニ

ーションデザイン

※下線は市内業者

出
資



3 仮契約までの経過

実施方針等の

》・ 2月3日に(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業の実施方針、要求水準書
(案)を公表。

》 2月10日に実施方針等に関する説明会及び現地見学会を開催し、説明会には4

2社、 66名が参加

募集要項等の公表(平成29年3月)

3月31日に(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業募集要項等を公表

4月13日に募集要項等に関する説明会を開催し、 33社、 57名が参加。

参加表明書の受付(平成29年6月)

》本事業に対する認識共有や意思疎通を図るため、6月6日に参加予定の事業者(グ
ループ単位)と「第1回官民対話」を実施

》 6月16日を期限として、 1グループから参加表明書等が提出され、市において
参加資格要件を確認

応募グループとの対話、事業提案書の受付(平成29年7月~8月)

》提案書提出前に、本事業に対する考え方などの認識共有や意思疎通を図るため、
7月13日に応募グループと「第2回官民対話」を実施。

》 8月18日を期限として、 1グループから事業提案書が提出され、受付

提案内容の審査、優先交渉権者の決定(平成29年9月~1

》 市において本事業の基本的条件、要求水準等を満たしていることを確認する基礎

審査を実施

審査会において、提案内容について、評価項目別の個別評価、応募グループによ
るプレゼンテーション・ヒアリングの実施により、総合評価点を決定し、優先交

渉権者の候補者を選定。

11月22日に市において、優先交渉権者を九電エグループに決定。

》

》

構成員の指名停止(平成30年2月)

》鹿島建設(株)らが受注した独立行政法人鉄道・運輸機構発注の「九州新幹線
(西九州)、新長崎(西)トンネル他工事」において死亡事故が発生。 2月6日

付で鉄道・運輸機構より指名停止措置を受け、長崎市においても2月9日付で鹿

島建設(株)九州支店を指名停止とし、その後、構成員の変更に係る協議を実施。

平
成
部
年
度

》
》

平
成
四
年
度



'1こよる審査(平成30年5月)Ξ 茎

5月7日に審査会を開催。構成員の変更に伴う提案内容について、事業者選定基
準に基づき審査を実施

審査会は、構成員変更後の優先交渉権者は、本事業で求める要求水準を満たし、

業務遂行能力を有するものであり、構成員の変更は認めることができるとした

》

》

■=;=

市による構成員の変更承認(平成30年5月)

5月8日に審査会からの報告を踏まえ、構成員変更後の優先交渉権者は、本事業
で求める要求水準を満たし、業務遂行能力を有するものであり、交流人口の拡大

による地域経済の活性化など、本事業の目的を達成できるものと判断

鹿島建設(株)九州支店から戸田建設(株)九州支店への構成員の変更を認めること
を決定

予算議案の可決(平成30年6月)

》 6月市議会定例会に(仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業等に係る予算議
案を提案し、賛成多数で可決された

MICE事業基本協定の締結(平成30年7月)

》 7月19日に市と優先交渉権者との間で、九電エグループが優先交渉権者として
選定されたことを確認し、今後、市がM ICE事業者と事業契約を締結し、本事

業を円滑に実施するために、事業契約締結までに市と優先交渉権者が負うべき貴
務など必要な事項を定めたM!CE事業基本協定を締結。

7月20日にM ICE事業を実施することを目的とした特別目的会社「株式会社

ながさきM I CE」が設立されナニ。

》

事業仮契約の締結(平

8月10日に、市とM ICE事業を実施することを目的として設立された特別目

的会社「株式会社ながさきM ICE」との間で、事業仮契約を締結

,
,

干
成
釦
年
度



4 優先交渉権者の構成員の変更について

市は、平成29年11月22日、'審査会からの報告を踏まえ、九電エグループを優

先交渉権者に決定したが、平成30年2月9日に構成員である鹿島建設(株)九州支

店が指名停止となったため、市は、代表企業から構成員の変更に伴う協議の申入れを

受け、構成員の変更を認めることができるか審査を行った。

構成員の変更の審査については、募集要項等に定める当初の審査手順のとおり、参

加資格要件の確認(資格審査)及び事業提案書の審査(基礎審査、総合評価)を行う

こととし、当初、優先交渉権者を選定した際と同じ委員構成とする審査会を再度設置

して審査を行っナニ。

(1)審査会における評価方法

提案されている内容から変更となる内容の確認や審査を行った。

(業務スケジュール、建築業務の方針、施工体制表、社内サボート体制など)

(2)審査会の委員構成

会長

氏名

委員

谷口博文

委員

}エロ

委員

直明

加藤邦彦

国立大学法人九州大学学術研究・産学官連携本部教授

委員

里隆光

ベーカー&マッケンジー法律事務所パートナー弁護土

委員

下地芳郎

長崎市副市長

所属・'役職

委員

徳江順一郎

長崎商工会議所相談役

委員

原田哲夫

国立大学法人琉球大学国際地域創造学部

国際地域創造学科教授

委員

小川悠貴

学校法人東洋大学国際観光学部国際観光学科准教授

安武敦子

国立大学法人長崎大学大学院工学研究科

システム科学部門教授

(株)日本政策投資銀行九州支店企画調査課長

国立大学法人長崎大学大学院工学研究科

システム科学部門教授

4



(3)審査結果

構成員変更に伴う提案内容について、事業者選定基準に基づき審査を行った結果、

構成員変更後の優先交渉権者については、本事業で求める要求水準を満たし、業務

遂行能力を有ずるものであることから、審査会として構成員の変更を認めることが

できると決定した。

評価は、構成員変更前の優先交渉権者と同じ結果となった。

( 4 )

ア

イ

5

審査会での主な意見

代替企業の実績を踏まえ、事業の安定性・確実性は確保されると評価された。

建築UVは代替企業が新たに入っても他の構成員に変わりがなく、地元の優良

建設企業が引き続き建設業務を請負うことが評価された。

事業開始が若干遅れる見込みであるが、事業の安定性・確実性は確保されると

評価された。

ウ

(5)構成員の変更を決定

市は、審査会からの報告を踏まえ、構成員変更後の優先交渉権者については、本

事業で求める要求水準を満たし、業務遂行能力を有するものであり、交流人口の拡

大による地域経済の活性化など本事業の目的を達成できるものと判断し、市として

鹿島建設(株)九州支店から戸田建設(株)九州支店への構成員の変更を認めるこ

とを決定した。



5 契約金額

(1)契約金額の内訳

入

施設整備業務費相当額

(1)設計業務費相当額

(2)建設業務費相当額

(3)工事監理業務費相当額

2 維持管理業務費及ぴ運営・MICE誘致業務費相当額

3

内

開業準備業務費相当額

(1)備品調達費相当額

ヨ尺

(2) S PC開業費相当額

(3)開業前準備業務費相当額

(2)契約額に係る財源内訳及ぴ地方交付税措置

ア財源内訳

(単位:円)

金

12,954,000,000

事業費

(契約額)

額

消費税額及び地方消費税額

456,220,000

12,269,000,000

14,699,556

小計(税抜)

228,780,000

※1

※2

イ地方交付税措置(地方債の元利償還金に係る交付税措置)

社会資本整備総合交付金(暮らし・1こぎわい再生事業、都市再生整備計画事業)
公共事業等債、一般単独事業債(中心市街地再活性化特別対策事業)

国庫支出金(※1)

656,700,000

346,600,000

なし

124,000,000

186,100,000

計

13,610,700,000

1,814,439

地方債区分

公共等事業債分

1,088,856,000

一般単独事業債分

財源内訳

14,699,556,000

地方債(※2)

交付税措置率

①

9,497,100

合計

(単位:千円)

22.2%

一般財源

30%

元利償還金②

元金

2,159,300

3,388,017

フ,337,800

9,497,100

利子

6

2郭,260

(単位:干円)

交付税措置額

(①X②)

867,432

1,122,692

536,032

2,461,570

2,997,602

合



6 事業概要

(1)施設整備業務

ア施設設計業務

事前調査、基本設計、実施設計等

イ建設業務

土壌汚染対策工事、建設工事等

ウエ事監理業務

建築基準法等に基づく工事監理及び市への定期報告

(2)維持管理業務及ぴ運営・ M ICE誘致業務

ア維持管理業務

(ア)建築物保守管理・修繕業務

建築物各部の点検、保守、補修などの経常修繕及び計画修繕

(イ)設備機器保守管理・修繕業務

施設に設置される設備機器の修繕、補修などの経常修繕及び計画修繕、運転監視、

日常巡視点検等

(ウ)舞台機構、舞台設備保守管理・修繕業務

舞台機構、舞台設備の保守、点検、整備及ぴ計画修繕、ホール使用時の機材搬入・

搬出の立会い等

(エ)附属設備の設置・管理等

(オ)清掃管理業務

屋上を含む全館及び敷地内の日常清掃及び定期清掃並びに外構清掃

(カ)保安警備業務

部外者の出入状況の確認、鍵の保管及び記録、遺失物管理、巡回業務等

(キ)その他業務

植栽維持管理、外構施設保守管理等

イ運営・ M ICE誘致業務

(ア)施設貸出誘致業務等

施設の貸出に関する条件設定、利用受付、利用料金徴収等の施設提供業務、利用

促進のための営業・広報活動、地元関係機関と連携したM ICE誘致・企画,運営

業務、利用者に対するモニタリング等

(イ)その他運営業務

利用者利便施設(自販機コーナー等)の運営等

等

(3)開業準備業務

ア備品調達業務

イ SPC開業

ウ開業前準備業務

M ICEの誘致活動、営業・広報活動、利用受付業務、施設の運営に必要な情報の

収集、企画立案等

7



7 施設概要(事業者提案)

(1)施設規模

ア建築場所1

3台

1台

イ

長崎放送(株)ホテル駐車場MICE施設

長崎市尾上町地内(敷地面積.24,160r6)

民間収益事業MICE事業

(本案分)ーーーー1'ーーーー(男11途契約分)
11

階

ウ延床面積

数
地下1階

地上3階

工 駐車台数

※民間収益事業については、M ICE事業契約の締結後、ホテルSPC及び長崎放送(株)

と定期借地権設定契約を別途締結する。

2) M ICE施設各階の諸室構成(主なもの)

アコンベンションホール(2階)

平土間 2,720 rrt (2、 3分割可)、天井高 10.om

イイベント・展示ホール(1階)

平土間 3,840 rrf (2分割可)、天井高 11.8m

ウ会議室(1、 2階)

大 2、中 4、小 19 の計25 室、延べ 2,260 市

エヘデストリアンデッキ

来場者の利便性を高めるため、長崎駅側から施設の2階へつなぎ、2階ホワイエヘ

直接アクセス可能。

オリバーサイドデッキ(2階)

施設2階の浦上川・稲佐山側の回遊動線として、日常的に利用可能なビュースポッ

トにもなるりバーサイドデッキ。

24,378 n{

地上6階

荷捌き 8台

6,625 n{

地下1階

地上10階

自走式

300 台

20,270 n;

^

平置き

荷捌き

地上6階

L

60

2台

5,280 nr

平置き

荷捌き



8 モニタリング概要

(1)モニタリングの基本的な考え方

(株)ながさきM ICEは、要求水準等を満足できるような設計図書の作成、工事

内容と設計図書との合致の確認及び工事聞の連携・調整等の施エプロセスの管理及ぴ

運営等これらに関する全体スケジュール管理を行わなけれぱならず、基本は、(株)な

がさきM ICEによるセルフモニタリングとする。

市においては、(株)ながさきM ICEによるセルフモニタリングの結果の報告を受

け、その報告に基づき、要求水準書等を満足しているか否かの確認及び評価を行う。

事業契約締結後は、市と(株)ながさきM ICEは、協議の上、モニタリング実施

計画書を策定する。

(2)モニタリングの実施期間

原則、事業契約締結後から事業契約終了時まで

(3)モニタリングの対象業務

ア各種調査段階

イ基本,実施計画段階

ウエ事監理・施工段階

工維持管理業務段階及ぴ運営・ M ICE誘致業務段階

9

(1

サービス対価の構成と金額の改定

)サービス対価の構成

施設整備業務費

相当額

サービス対価の構成

開業準備業務費相当額

※維持管理業務及び運営・MICE誘致業務の実施においては利用料金制を採用する。

事業者は、利用料金等により維持管理業務及ぴ運営・M ICE誘致業務を実施するこ

ととし、長崎市は維持管理業務及ぴ運営・M ICE誘致業務を実施する際に必要とな

る費用について一切支払わない。

設計業務費相当額

建設業務費相当額

工事監理業務費相当額

(2)サービス対価の改定に関する協議

賃金水準又は物価水準の変動が生じた場合や急激なインフレ等で施設整備業務費相

当額が著しく不適当となった場合は、施設整備業務費相当額のうち建設業務費相当額

について変更を請求することができる。

毎事業年度末に出来高に応じて

支払い

毎事業年度末に当該年度に実施した

開業準備業務に応じて支払い

支払
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運営・MICE 誘致

維持管理

9月
契約締結

11 事業仮契約書の条項の抜粋

地域貢献に係る提案の未達成やサービス対価の算定及び支払方法、事業者の債務不履

行等による契約解除、違約金等についての部分

事業契約締結

基本設計着手

建設工事着工

施設の引渡

施設の供用開始

事業終了

11月

供那"始

1)M I CE事業の概要(第3条関係)

MICE施設の設計業務、建設業務、維持管理業務及びMICE誘致業務並びにこ

れらに付随する一切の業務から構成される

2)地域献に係る提案の未達成(第29条関係)

協議の結果、事業者が提案を遵守できない合理的な理由が認められない場合、事業

者は提案時に提案された地域貢献に係る金額(市外企業への再発注額は含まない)と

実際の金額との差額の50%に相当する額を違約金として支払う

平成53年
10月末

事業終了

3)維持管理業務及び運営・ M ICE誘致業務等開業準(第57条関係)

事業者は業務開始予定日から確実に維持管理業務及び運営・MICE誘致業務等を

開始できるよう、開業準備業務開始予定日から開業準備業務終了日までの間、必要な

維持管理業務及び運営・MICE誘致業務等を開始するための開業準備業務を行わな

けれぱならない。



(4)サービス対価の算定及ぴ支払方法(第79条関係)

利用料金制を採用することとし、施設を利用する者から徴収する利用料金等は、直

接事業者の収入とする。

事業者は、利用料金等により、維持管理業務及び運営,M ICE誘致業務を実施する

こととし、市は、事業者が維持管理業務及び運営・M ICE誘致業務を実施する際に必

要となる費用を一切支払わない。

(5)事業者の債務不履行等による契約解除(第87条関係)

市は、.次に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

・維持管理業務及ぴ運営・M ICE誘致業務期間中、事業者が5事業年度続けて赤字

を計上したとき(初年度は除く)ほか

(6)違約金(第90条関係)

本契約が解除された場合、違約金を支払わなけれぱならない。

ア施設引渡し前

建設業務費相当額の10分の1(ただし、引渡し済みの施設の建設業務費相当額

の10分の1に相当する額を除く)

イ施設引渡し後

残存契約期間に対応する提案された維持管理業務費及び運営・MICE誘致業

務費相当額の10分の1

、
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